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○鹿角市建設工事に係る入札内訳書の取扱いに関する要領 

令和６年12月27日訓令第127号 

鹿角市建設工事に係る入札内訳書の取扱いに関する要領 

（趣旨） 

第１条 鹿角市が発注する建設工事の入札において、入札参加者の見積努力を促し、その請負代金の額によっては

建設工事の適正な施工等が通常見込まれない契約の締結の防止及び不正行為を排除するため、入札金額見積内訳

書（以下「入札内訳書」という。）の取扱い方法及びその内容の確認方法等について必要な事項を定めるものと

する。 

（入札内訳書の提出） 

第２条 入札執行者は、建設工事の入札における全ての入札参加者に対し、入札内訳書を提出させるものとする。 

２ 入札内訳書は、土木工事にあっては、設計図書における本工事費内訳書に準じた内容とし、建築又は設備工事

にあっては、設計図書における総括表に準じた内容とする。 

３ 入札内訳書は、電子入札システムによる入札にあっては、システム上で入札書に添付して提出するものとし、

電子入札システムによらない入札にあっては、入札書と別の封筒に入れて提出するものとする。 

４ 入札内訳書の提出は、１回目の入札時にのみ求めるものとする。 

（入札内訳書の取扱い） 

第３条 入札内訳書を提出しなかった入札及び提出された入札内訳書が次の各号のいずれかに該当する場合には、

鹿角市競争入札等事務処理要綱（平成22年鹿角市訓令第71号）第31条第13号に該当する無効の入札として取扱う

ものとする。 

(１) 提出者の商号又は名称の記載がないもの 

(２) 建設工事の件名の記載がないもの 

(３) 工事価格の記載がないもの 

(４) 工事価格の内訳の記載がないもの 

(５) 工事価格と入札金額が著しく異なるもの 

(６) 前各号に掲げるほか無効の入札として取り扱うべきと入札執行者が認めるもの 

（入札内訳書の確認方法等） 

第４条 入札執行者は、入札終了後、前条各号に掲げる事項その他の記載内容について別表１の項目に従い一次チ

ェックを行うものとする。 

２ 入札執行者は、前項の一次チェックの結果、前条各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効

とし、入札内訳書の内容が著しく不誠実であるなど見積努力に欠けると認められる場合は、書面（様式第１号）

により改善を求めるものとする。なお、軽微な誤記等である場合は、当該入札者に対し口頭注意を行ったうえで

無効としないことができる。 

３ 入札執行者は、入札結果等に不自然さがあると判断した場合、鹿角市談合情報対応要領（令和６年鹿角市訓令

第126号）第３条第３項の規定による報告を行い、公正入札調査委員会の指示に従って入札内訳書の確認を行うも

のとし、当該工事等の積算内容を把握している職員（以下「工事等担当職員」という。）とともに別表２の項目

に従い入札内訳書の二次チェックを行うものとする。 

４ 入札執行者は、前項の二次チェックを行った場合は、鹿角市談合情報対応要領第５条の規定により報告を行う

ものとする。 

（測量・建設コンサルタント業務等に係る入札内訳書の提出） 

第５条 入札執行者は、測量・建設コンサルタント業務等の入札において必要と認めるときは、入札参加者に対し

参考資料として入札内訳書の提出を求めることができる。 

２ 入札執行者は、前項の規定により提出された入札内訳書の内容に不自然さがあると認めるときは、前条第３項

及び第４項の規定により対応するものとする。 

（低入札価格調査制度における入札内訳書の効力） 

第６条 入札内訳書は、低入札価格調査制度を適用する建設工事においては、失格判断基準に該当するか否かを判

断する際の調査に使用するものとする。 
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附 則 

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 

別表１（第４条関係） 

入札内訳書一次チェック項目 

未提出と認められる又は

記載すべき事項が欠けて

いるもの 

提出者の商号又は名称の記載があるか 第３条(１) 

建設工事の件名の記載があるか 第３条(２) 

工事価格の記載があるか 第３条(３) 

入札金額の内訳の記載があるか 第３条(４) 

不足又は無関係な書類の混入がないか  

他の入札者の内訳書を使用していないか  

その他不適切な点はないか  

記載内容に錯誤等がある

もの 

内訳書の区分は適切になっているか  

工事価格と入札金額が著しく異なっていないか 第３条(５) 

設計条件が明らかに異なっていないか  

数量、単価、金額等に錯誤がないか  

その他不適切な点はないか  

無効  

書面による改善要請  

口頭注意  

※一次チェックは、契約検査室において各項目の適否を判定し、その結果をもとに無効、書面による改善要請、口

頭注意の対応の要否を判定する。 

別表２（第４条関係） 

入札内訳書二次チェック項目 

様式等の比較 様式、書式、書体等が他者と同一でないか 

従来使用してきた様式と異なる様式である等不自然な点はないか 

金額の比較 金額が同一（類似している場合も含む）である部分が複数者に共通して積算項目の多項目にわ

たり存在しないか 

金額が特定の者に対する一定割合の金額差となっていないか 

標記の誤りの比較 複数者に共通して同様の表記上の誤り、違い等が存在しないか（積算項目、単位、公表数量、

工事名等） 

官積算との比較 複数者の金額が、官積算に対して共通の乖離傾向を示していないか 

その他 その他不適切な点はないか 

※二次チェックは、契約検査室及び工事等担当職員において各項目について適否を判定する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 


